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 令和８年度 町政のあらまし 

～住民対話で、明日をつくる。～ 

 

 

be Happy 

   ~未来につながるまち 広陵~ 
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町 民 憲 章 

 

 

わたしたちは、緑の自然と古い歴史に育まれ、豊かな

未来の創造をめざす広陵の町民です。 
 

○ 広陵町民は、心のふれあいをたいせつにします。  

 

○ 広陵町民は、美しい自然をたいせつにします。  

 

○ 広陵町民は、歴史と文化をたいせつにします。  

 

○ 広陵町民は、老人を敬い、子どもの未来をたいせつにします。  

 

○ 広陵町民は、健康と働くことをたいせつにします。  

 

町の木「モクセイ」         町の花「ヒマワリ」 

                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（昭和 52 年 12 月 20日制定） 
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広陵町は昨年、令和７年４月１５日に町制施行７０周年を迎えました。この節目

を住民の皆さまとともにお祝いするべく、１１月３０日に町制施行７０周年記念式典

を開催いたしました。広陵町の歴史と伝統を次の８０周年、さらには１００周年へと

つなぐため、地域の皆さまとの協働やデジタル技術の活用など、これまでの行政運営

にとらわれることなく、新しい町政を推進してまいります。 

私は昨年７月に町長に就任いたしました。「住民対話で、明日をつくる。」をス

ローガンとして掲げ、すべての世代の住民の皆さまのお声にしっかりと耳を傾けると

ともに、意見を交わし合い、相互理解を深めながら、新しい解決策をともに見つけて

いくことをめざしております。 

これからのまちづくりでは、「持続可能性」という観点を重要なテーマとして位

置づけ、これまで取り組みが不十分であった課題にも果敢に挑戦してまいります。こ

の過程では、各種条例や計画の見直しや策定にあたり、ワークショップや意見交換会

を通じて住民の皆さまから多様なご意見をいただき、それを政策へと反映する形で進

めてまいります。 

今年１月から実施した小・中学校給食費の無償化を皮切りに、私が選挙公約で掲

げました「５つの広陵町をつくる」取り組みも具体化を進めております。これらの取

り組みを通じ、広陵町の新たなステージを切り開いてまいります。 

本年度からは、町の最上位計画である「第５次広陵町総合計画」が中期基本計画

期間に入っております。この計画では、前期で定めた基本構想や基本計画を実行段階

として充実させ、町の将来像である「be Happy～未来につながるまち 広陵～」を実

現するための道筋を進めてまいります。誰もが安心して安全に暮らせ、豊かさを感じ

ながら元気に過ごせるまちづくりを実現すべく取り組みを推進してまいります。 

広陵町がさらに発展し、未来につながるまちとなるためには、住民の皆さまのご

理解とご協力が何より大切でございます。これからも住民の皆さまとともに成長し続

ける広陵町を築いていけるよう力を尽くしてまいります。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

  令和８年５月３０日 

                          広陵町長 吉村 裕之 

 

 

 

住民対話で、明日をつくる。 

 

Ⅰ はじめに 
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② 新しい命とその成長を応援 

 不妊治療について、不妊に悩まれるパートナーが治療を決断された際に、その方々に適合

した治療を受けやすくする環境を支援する取組を進めるとともに、新たに不育症治療への助

成を開始するなど、制度を拡充します。 

また、出産時の移動手段確保として、令和７年度から交通事業者に協力いただいている

「陣痛タクシー」に加え、妊産婦タクシーチケット制度及び４か月児健診時に活用できるタ

クシーチケット制度について実証実験を実施します。 

 引き続き、令和６年度に設置したこども家庭センターにおける相談支援の充実により、妊

娠・出産から子育て期、就学まで、保育・医療など年齢や分野に関わらず、切れ目ない子育

て支援をめざします。 

① 安全・安心のまちづくり 

地域の安全・安心の拠点となる、（仮称）民間交番（防犯ステーション）の設置について

調査・検討を進めます。また、「BLE タグ（※）」を活用した見守り事業について、町内小学

生だけでなく、高齢者等への配付についても検討します。 

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活することをめざすために、健康寿命の

延伸事業のさらなる充実と、働く世代の健康診査など心身のケアとして「骨折ゼロのまちづ

くり」事業をはじめとする健康づくり事業を積極的に行える環境を整えます。 

そのほか、道路の適正管理及び歩行者や通学路の安全対策について取り組むとともに、ま

ち全体の防災・減災についても自主防災組織との連携により、発災時における支援行動をス

ムーズに展開できるよう取り組みます。 

※BLE タグ（Bluetooth Low Energy）：省電力 Bluetooth を利用した小型のタグ（端末）で、

低消費電力で長時間使用できます。 

Ⅱ 令和８年度の重点項目 
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④ 住み慣れたまちでの暮らし 

 地域公共交通計画の改定に向け、住民のニーズ及び移動実態を把握した上で「広陵元気

号」「のるーと広陵元気号」といった既存公共交通の見直し及び地域住民が運転者となる公

共ライドシェア等の新たな移動手段についても検討を進めます。 

また、令和８年度から本格実施となる「重層的支援体制整備事業」において、行政、団

体、社会福祉法人など多機関が協働で連携し、これまで課題や支障を抱えながらも福祉サー

ビスにつながらなかった方を含め、複合課題や狭間のニーズに対応できるよう、支援が必要

な方をまるごとサポートできる体制整備を推進します。 

併せて、生活の様々な困りごとの身近な相談相手となる地域窓口の設置、今ある制度・仕

組みを活用した「安心サポートコール」など、安心した生活のための支援制度について検討

を進めます。 

 

③ 教育環境の充実 

 就学前の多様化する教育・保育需要への対応として、公私連携「ときわ広陵こども園」、

真美ケ丘第二小学校附属幼稚園及び真美北保育園の統合による認定こども園を令和８年４月

に開園しました。引き続き、待機児童解消に向けた適切な教育・保育に取り組みます。 

小・中学生へは、令和８年１月から実施している、給食費無償化を令和８年度も引き続き

実施し、小・中学生の保護者の家計負担を軽減します。 

小・中学生の学習・生活の場であるとともに、災害時には避難所として活用される学校体

育館等では、空調設備の整備を進め、教育活動の安定化、児童生徒及び地域住民の安全確保

をめざします。 

また、子育て支援におけるニーズの充足とさらなる質の向上をめざし、引き続き、民間学

童保育誘致事業や学校プール授業における民間委託事業などを実施します。 

⑤ 地域の基盤整備と活力ある産業 

 「広陵くつした」ブランディング事業において、「広陵くつした」の知名度をさらに高め

るため、有名ブランドとのコラボレーションや都市圏でのプレス展示会への出展など、市場

開拓に向けて十分にＰＲするとともに、ＥＣサイトを通して事業の自走化に向けて動き出し

ています。 

企業誘致として、地域経済活性化を図るため「箸尾工業団地」と県道桜井田原本王寺線を

つなぐ町道中南線の整備、中和幹線沿道の大塚地区で進めている企業誘致を支援するための

道路整備を進め、地域の方や従業員の安全・安心を守る道路づくりを進めてます。 

また、農業振興については、県から指定を受けた特定農業振興ゾーンを中心に、農業の高

収益化を進めるとともに、他の地域においても、地域計画に基づき、農地の有効活用をめざ

します。 

住民対話で、明日をつくる。 
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Ⅲ 令和８年度一般会計予算の概要 

 歳入では、国・県支出金が４８億１，１８０万円で最も多く、全体の２８．６％を占めてい
ます。続いて個人・法人町民税や固定資産税などの町税が４５億２，４５２万円（２７．
０％）、地方交付税が３５億４，０００万円（２１．１％）の順になっています。 
町債について、中央公民館機能移転事業、学校体育館空調整備事業等の大型の事

業に係る町債の借入があることから、前年度比５９．４％の増額となっています。 

令和７年度

当初予算額 当初予算額

町 税 45億2,452万円 27.0 % 43億7,108万円 3.5 %

地 方 譲 与 税 9,219万円 0.5 % 9,101万円 1.3 %

各 種 交 付 金 12億1,172万円 7.2 % 10億4,133万円 16.4 %

地 方 交 付 税 35億4,000万円 21.1 % 33億9,000万円 4.4 %

分担金及び負担金 1億  903万円 0.6 % 1億3,014万円 △ 16.2 %

使用料及び手数料 1億9,469万円 1.2 % 1億9,247万円 1.2 %

国 ・ 県 支 出 金 48億1,180万円 28.6 % 46億6,516万円 3.1 %

繰 入 金 5億9,643万円 3.5 % 5億3,917万円 10.6 %

町 債 11億6,320万円 6.9 % 7億2,990万円 59.4 %

そ の 他 5億6,642万円 3.4 % 11億5,974万円 △ 51.2 %

合 計 168億1,000万円 100.0 % 163億1,000万円 3.1 %

区 分
構成比

令和８年度
増減率
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歳出(目的別)では、児童、高齢者や障がい者などの福祉に使われる民生費が６８億
１，４１１万円で最も多く、全体の４０．５％を占めています。続いて教育費が２５億９，８５
７万円（１５．５％）、総務費が２２億９３０万円（１３．２％）の順になっています。 
中央公民館機能移転事業、学校体育館空調整備事業等の大型の事業により、教育

費が前年度比３９．５％の増額となっています。 
 

議 会 費 議会の運営に関する経費

総 務 費
職員や施設に対する全般的な管理な
どに関する経費

民 生 費
児童、高齢者や障がい者などの福祉
に関する経費

衛 生 費
ごみ処理、病気予防などに関する経
費

農商工費
農業や商工業の振興などに関する経
費

土 木 費
道路や河川、公園などの整備等に関
する経費

消 防 費 消防活動、防災に関する経費

教 育 費
学校や図書館など、教育に関する経
費

公 債 費
道路や公共施設などを整備するため
に借り入れたお金の返済に関する経
費

そ の 他 他会計操出金など、上記以外の経費

用語の解説

令和７年度

当初予算額 当初予算額

議 会 費 1億2,322万円 0.7 % 1億2,458万円 △ 1.1 %

総 務 費 22億  930万円 13.2 % 27億5,760万円 △ 19.9 %

民 生 費 68億1,411万円 40.5 % 64億6,983万円 5.3 %

衛 生 費 13億7,028万円 8.2 % 14億9,734万円 △ 8.5 %

農 商 工 費 3億  983万円 1.8 % 2億8,281万円 9.6 %

土 木 費 13億7,161万円 8.2 % 14億9,980万円 △ 8.5 %

消 防 費 5億7,515万円 3.4 % 4億9,956万円 15.1 %

教 育 費 25億9,857万円 15.5 % 18億6,225万円 39.5 %

公 債 費 11億3,208万円 6.7 % 10億2,402万円 10.6 %

そ の 他 3億  585万円 1.8 % 2億9,221万円 4.7 %

合 計 168億1,000万円 100.0 % 163億1,000万円 3.1 %

区 分
令和８年度

構成比
増減率
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 歳出（性質別）では、扶助費が４２億１，０４９万円で最も多く、全体の２５．０％を占め
ています。続いて物件費が２６億８，３２５万円（１６．０％）、人件費が２６億５，０６０万円
（１５．８％）の順になっています。 
積立金について、前年度に広陵町土地開発公社への貸付金の償還金に係る７億円

の積立があったことから、前年度比４９．２％の減額となっています。 
 

令和７年度

当初予算額 当初予算額

人 件 費 26億5,060万円 15.8 % 24億  407万円 10.3 %

物 件 費 26億8,325万円 16.0 % 29億4,164万円 △ 8.8 %

維 持 補 修 費 1億3,813万円 0.8 % 1億1,959万円 15.5 %

扶 助 費 42億1,049万円 25.0 % 38億9,494万円 8.1 %

補 助 費 等 17億4,711万円 10.4 % 18億4,614万円 △ 5.4 %

公 債 費 11億3,208万円 6.7 % 10億2,402万円 10.6 %

積 立 金 4億2,024万円 2.5 % 8億2,761万円 △ 49.2 %

貸 付 金    50万円 0.0 %   100万円 △ 50.0 %

繰 出 金 15億5,930万円 9.3 % 13億5,283万円 15.3 %

普 通 建 設 事 業 費 22億5,830万円 13.4 % 18億8,816万円 19.6 %

予 備 費 1,000万円 0.1 % 1,000万円 0.0 %

合 計 168億1,000万円 100.0 % 163億1,000万円 3.1 %

区 分
構成比

令和８年度
増減率
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一般会計 当初予算額の年度別推移 

 

町民一人当たりの一般会計予算（目的別） 

（令和８年３月末現在の町の人口 ３４，７７３人で計算） 
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（百万円）

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７見込 Ｒ８見込

10,935 11,023 12,801 13,111 13,247

982 1,014 997 1,011 1,116

3,043 3,695 3,868 4,883 5,373

1,876 2,159 2,327 2,404 2,432

1,167 1,536 1,541 2,479 2,941

うち、財政調整基金

うち、その他目的基金

年度末基金残高

年度末地方債現在高

公債費

普通会計地方債現在高等の推移 

町の借金である地方債の現在高は、新清掃施設建設事業に係る大型の借入があっ

たことから令和６年度に大きく増加しました。令和７年度、令和８年度においても

増加となる見込みですが、交付税算入がある財源的に有利な町債について借入を行

います。 

また、町の貯蓄を表す基金の残高は、令和７年度において広陵町土地開発公社か

らの７億円の貸付金の償還金をすべて積み立てたことから、令和７年度で大きく増

加する見込みとなっており、以降についても、役場庁舎の更新等の大型事業の財源

とするため計画的に積立を実施することとしており、令和８年度も増加する見込み

です。 
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正職員数の年度別推移（過去１０年間） 

 

正職員数は、近年は２５０人台を推移していましたが、令和５年度以降減少傾向

にあります。 

令和５年度から令和１３年度にかけて定年が段階的に６５歳に引き上げられるた

め、今後も適正な定員管理を行うとともに、会計年度任用職員や経験豊かな外部人

材などの活用により、総人件費の抑制を図りながら将来に備えます。 

 

 1,506 

 700 
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１ 安全・安心のまちづくり 主な事業 
 

◎東部地区防災コミュニティセンター建設事業 ８,８００万円 

旧クリーンセンター広陵の建設に伴う環境整備事業の一環

として、広瀬区に位置する老朽化した東部地区農業研修セン

ターを建て替えます。新施設は、地域コミュニティの活性化

と防災拠点としての機能を兼ね備えたものとなります。令和

７年度には基本設計を実施し、令和８年度に実施設計及び建

設工事を進める予定です。 

 

上記に加え、令和９・１０

年度に合計３億９,０００

万円を債務負担行為として

計上しています。 

 

◎リレーセンター広陵跡地利活用基本方針策定支援業務事業 ５２８万円 

リレーセンター広陵の跡地利活用に関して、地元及び周辺

大字との協定書に基づき、令和７年度と令和８年度の２年間

で基本方針を決定します。令和７年度には、住民アンケート

調査やワークショップを実施し、住民の意見やアイデアを収

集しました。また、跡地利活用検討会議を通じて、多角的な

視点で利活用の可能性を幅広く検討しています。令和８年度

中に策定する基本方針は、住民と行政の双方にとって有益な

施設の整備をめざすものです。 

 

 

◎クビアカツヤカミキリ防除等対策事業 ３,６２２万円 

町内全域で広がるクビアカツヤカミキリによる桜や梅など

バラ科の樹木への被害に対応するため、令和７年度から３年

間にわたり薬剤注入などの防除対策事業を実施しています。

これにより、桜を中心とした生態系を守り、住民の快適な環

境を維持します。  

 

◎町営斎場更新検討基礎調査事業 ６９３万円 

町営斎場の老朽化対応と利用増加に備えるため、令和８年

度に基礎調査を実施し、令和９年度に施設更新の基本方針を

策定します。 
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◎感震ブレーカー設置補助金交付事業 １５０万円 

地震による火災の大きな原因となる通電火災や復電火災を

防ぐため、感震ブレーカー設置に対して補助を行います。 

 
 

◎消防団ドローン導入事業 ９８万円 

地域防災の重要な役割を担う消防団にドローンを配備しま

す。火災や大規模災害が発生した際、自衛隊や常備消防が到

着しない場合や到着が遅れる場合でも、ドローンを活用して

早期に現場の状況を確認し、その情報を災害対策本部などと

共有することで、迅速かつ的確な災害対応を実現し、防災力

の向上を図ります。 

 

 

◎がん検診受診率向上対策事業（無料クーポン事業） １２５万円 

乳がん及び子宮頸がんの早期発見・早期治療を促すため、対

象者に無料検診クーポン券を配布する取り組みを実施します。

乳がん検診を受けるべき年齢層として４０歳の方、子宮頸がん

検診を推奨する年齢層として２０歳の方を対象にします。 

 
 

◎平成緊急内水対策事業 １,０００万円 

近年頻発している集中豪雨により、広瀬川、馬見川、古寺

川の下流に位置する低地部では、合流先の河川に排水できな

くなることが原因で氾濫が起きる「内水浸水被害」が発生し

ています。この被害を軽減するために、県と連携し内水を一

時的に貯留する調整池の整備を進めます。 

 

 

◎道路橋りょう事業  

・百済中央線バイパス整備事業     ６,５００万円 

・狭あい道路整備等促進事業        ９,２００万円 

・平尾疋相線整備事業          ５,０００万円 

・大場線整備事業            １,５００万円 

・橋りょう長寿命化修繕事業       １,５００万円 

・大塚地区道路整備事業         ８,０００万円 

・百済赤部線整備事業          ２,０００万円 

・南郷８号線整備事業          ２,０００万円 

・南２２号線ほか整備事業        ５,０００万円 

 

古寺川調整池 

南郷８号線（たかいか橋） 
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◎都市公園整備事業 ９,０００万円 

町内には供用開始から３０年以上経過した公園が多く、老

朽化が大きな課題となっています。この問題に対応するため

各公園施設の点検結果を踏まえた「公園長寿命化計画」を策

定し、計画的に施設の改修や修繕を進めていきます。また、

利用者の利便性を向上させるため、トイレの洋式化や誰もが

使いやすい多機能トイレの整備を、改修計画に基づいて段階

的に進めていきます。 

 

 

◎空家実態調査及び空家等対策計画策定事業 ６６６万円 

令和５年の空き家法改正や空き家を取り巻く状況の変化を

踏まえ、より適切な対応を行うため、令和８年度に空き家の

実態調査を実施します。この調査を通じて、町内の空き家に

関する現状や課題を把握し、具体的なデータを基に課題に対

応するための方向性を検討します。その結果を踏まえ、令和

９年度には「空家等対策計画」の改定を行います。 

 

 

◎「いのちを守るまちづくり」イベント １１６万円 

「いのちを守る」ことへの自助力を高め、特に若い世代へ

の健康づくり意識を向上させることを目的としたイベントを

開催します。このイベントでは、多角的な観点から健康や予

防医療を考える機会を提供し、参加者一人ひとりに自分自身

の健康を守るための第一歩を促します。  

 

◎骨折ゼロのまち事業（広陵元気塾、イベント） １９８万円 

高齢化による身体機能の衰えや認知機能の低下が健康寿命

に影響を及ぼす重要な課題であることから、脳と身体の機能

を総合的に維持・向上させる取り組みを展開します。プロス

ポーツチーム等と協力し、健康増進事業を推進します。  
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２ 新しい命とその成長を応援 主な事業 
 

◎生殖補助医療等に係る治療費、一般不妊治療費、不育症治

療費助成事業 

８３０万円 

 不妊・不育症に悩む夫婦の経済的負担を軽減し、若い世代

が妊娠・出産を計画的に考え、治療に前向きに取り組めるよ

う支援します。 

 

 

◎妊婦健康診査費用の助成 ２,５３４万円 

妊娠された方が安心して出産できるよう、妊婦健康診査費

用の助成を行います。 

 

 

◎産婦健康診査費用の助成 ２５０万円 

産婦の心身の健康を支援するため、産後の健康診査にかか

る費用を助成します。 

 

 

◎妊婦のための支援給付事業 ２,５６６万円 

すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができ

るよう、妊婦のための支援給付による経済的な支援を実施しま

す。 

 

  

 

◎１か月児健康診査費用の助成 １５０万円 

１か月児健康診査の費用を助成し、乳児の病気や異常の進行

を未然に防ぎ、健康の維持・向上を図ります。 
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◎新生児聴覚検査助成事業 １００万円 

新生児聴覚検査の費用を助成し、先天性の聴覚障がいを早

期に発見し、早期支援を図ります。 

 

 

◎乳児家庭全戸訪問事業 １８０万円 

生後２か月頃までの乳児がいる全家庭を助産師や保健師等

が訪問し、健やかな成長と子育てを支援します。 

 
 

◎産後ケア事業 ４７１万円 

分べん施設退院後から一定の期間、助産師等の看護職が母

親の身体の回復や心の安定をサポートします。さらに、母親

がセルフケア能力を身につけ、母子と家族が安心して育児に

取り組めるよう支援します。 

 

 

◎ファミリーサポートセンター事業 ７９万円 

子どもを預ける「依頼会員」と預かる「提供会員」により、

子育ての相互援助活動を行う会員組織を運営します。 

 

 

◎地域子育て支援拠点事業 １,６４０万円 

未就園児とその保護者が気軽に集い、身長・体重が測定で

き、また専門スタッフが子育てに関する相談に応じたり、子

育て情報を提供したりする場として開設します。 
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◎ベビーシッター利用支援事業 ３６万円 

 ０歳から３歳未満のベビーシッターの利用料の一部を助成

します。 

 

 

◎予防接種事業 １億９,０９６万円 

公衆衛生の観点から伝染のおそれがある疾病の発生・まん

延を予防するためにワクチンの予防接種を行うとともに、予防

接種による健康被害の迅速な救済を図ります。 
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３ 教育環境の充実 主な事業 
 

◎認定こども園等整備事業  １億１３３万円 

共働き世帯の増加等による、就学前児童の教育・保育ニー

ズの多様化に対応するため、認定こども園化や受け入れ児童

数の確保のための施設改修を実施します。 

・西保育園こども園化に伴う改修事業 

（改修設計）                ４９２万円 

・真美北保育園改修事業 

（改修工事・監理）           ９，６４１万円 

 

 

◎かしのきクラブ専用施設改修事業 １億５４３万円 

令和７年度に閉園した広陵東小学校附属幼稚園の園舎を放

課後子ども育成教室（学童保育）の施設として活用するため

に施設改修等を実施します。 

 

 

◎旧真美ケ丘第一小学校附属幼稚園改修事業 ４９２万円 

令和８年度に閉園する真美ケ丘第一小学校附属幼稚園を放

課後子ども育成教室（学童保育）を含めた施設活用を検討し

たうえで、改修設計等を実施します。 

 

 

◎民間学童整備・運営補助金 ９,２７９万円 

 年々増加している放課後子ども育成教室（学童保育）利用

者の受け皿確保のため、町内で学童保育事業を行う民間学童施

設に対し、施設整備及び運営事業にかかる補助を行います。 

 

 

◎保育士処遇改善事業 ３,６８４万円 

町内の民間保育所及び認定こども園のうち、常勤保育士に

給与面での処遇改善を実施する施設に対し補助を行います。 
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◎こどもの居場所づくり事業 ６５万円 

子どもが家庭や学校以外でも安心して過ごせる居場所づくり

を推進し、昨年夏から町内企業の協賛により居場所の提供を受

けています。今後は、こどもの居場所となる活動を担う団体や

公民館・集会所等を活用し、地域コミュニティの活性化を含め

た居場所づくりを進める団体へ補助を行います。 

 

 

◎学校プール授業における民間委託事業  ２,６５４万円 

施設の老朽化に加え、近年の異常気象（高温・低温・雨天

等）によりプール授業の確保が難しくなってきています。そ

こで、天候に影響されない屋内プールを設置している民間業

者への委託を行い、より質の高い指導を行うことで子どもの

水泳技術の向上に努めます。  

 

◎給食費無償化事業 １億８,４５６万円 

義務教育期間の保護者の経済的な負担を減らすため、町立

小中学校に通う児童生徒の給食費を全額支援します。また、

町立小中学校に通う児童生徒で、食物アレルギーによる代替

食分に対してアレルギー対応食費負担金を支給します。  

 

◎小中学校空調新設改修事業 ３億４,７３０万円 

町立小中学校の体育館への空調設置及び校舎の既設空調を

更新することにより、児童生徒への授業における環境改善を

図ります。令和８年度は体育館の空調設置工事の実施を予定

しています。 

 

 

◎フリースクール利用料助成事業 ２４０万円 

学校に通うことが難しい小中学校の児童生徒が、学校以外

の居場所につながりやすくなるため、町の求める要件に合致

するフリースクール等に通うための利用料等を一部助成しま

す。 

 

 

◎部活動の地域展開に係る運営支援事業 １,５４１万円 

休日の中学校部活動の地域展開先として町立中学校の生徒

を受け入れている地域クラブに対して運営資金の一部を負担

します（生活困窮世帯地域クラブ参加費等補助を含む。）。 
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◎インクルーシブ教育推進事業 ４１６万円 

障がいのある者とない者がともに学ぶインクルーシブ教育

の進展のため、特別支援学級や通級指導教室を中心に、療育

支援の外部専門職（作業療法士等）が学校に出向いて指導・

助言にあたります。また、全小中学校で共通の教育支援ソフ

トを用い、すべての子どもの学びやすさや過ごしやすさにつ

ながるよう事業を推進します。 

 

 

◎不登校の児童生徒に対する訪問支援事業 １９６万円 

増加傾向にある不登校問題に関して、小中学校と十分に連

携の上、支援が必要と判断された家庭に対して、療育支援の

外部専門職（作業療法士等）による家庭訪問を行い、対象の

児童生徒や保護者の支援及び関係機関との調整をします。  

 

◎まちじゅう図書館事業（学校図書館連携含む。） ３０６万円 

「もっと身近に図書館」をコンセプトに、いつでも本が身

近にある環境を構築し、蔵書や寄贈本を活用しながら、本を通

じて人がつながる、まちじゅうに本のある町をめざします。令

和８年度は、学校図書室開放に重点を置いて事業を進めてい

きます。 
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４ 住み慣れたまちでの暮らし 主な事業 
 

◎広陵元気号運行事業 ６,８６１万円 

定時定路線バス「広陵元気号中央幹線」及び予約型乗合バ

ス「のるーと広陵元気号」のさらなる利便性向上をめざすほ

か、自身での移動が困難な妊産婦の方にタクシーチケットを

交付するなど、各種移動手段（鉄道・路線バス・コミュニテ

ィバス・タクシー・シェアサイクル）が相互に連動した地域

公共交通ネットワークをめざします。 

 

 

 

◎協働のまちづくり推進事業 ３４３万円 

広陵町自治基本条例及び広陵町まちづくり推進計画に基づ

き、町民の皆さまとともに参画・協働のまちづくりを推進し

ます。地域の実情や課題を話し合う意見交換会や町職員の理解

を深める研修を実施し、町民の皆さまと町が連携して「未来に

つながるまちづくり」に取り組みます。 

 

 

◎中区新公民館建築事業 ９,７１６万円 

旧クリーンセンター広陵建設に伴う環境整備事業の一環と

して、老朽化した中区公民館の建替を行います。令和６年度

に行った用地取得、測量及び地質調査並びに令和７年度に着

手した基本・実施設計に基づき、地域コミュニティ及び防災

の拠点施設とすべく、造成工事及び建築工事を実施するとと

もに、既存施設の解体に係る設計を実施します。 
 

 

◎広陵中央公民館整備事業 ２億９,４５０万円 

 老朽化及び法令上の不備がある状態での使用は望ましくな

いことから、令和６年度に策定した「広陵中央公民館整備事

業基本計画」に基づき、公民館機能をグリーンパレス、はし

お元気村及びさわやかホールに移転します。グリーンパレス

及びはしお元気村の改修を行い、令和９年度後半に公民館機

能を移転の上、現公民館を閉館します。 

また、今後の公民館の運用方法等については、生涯学習や

文化芸術の拠点施設として公民館が十分機能するよう、それ

ぞれの利用者の意見を集約し、町民の皆さまと協働で検討し

ます。 
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◎山辺・県北西部広域環境衛生組合負担金 

◎まほろば環境衛生組合負担金 

１億９,７０２万円 

１億１,７３７万円 

山辺・県北西部広域環境衛生組合のやまと eco クリーンセン

ター（新ごみ処理施設）及びやまと eco リサイクルセンター（

新リサイクル施設）の本稼働に伴い、令和７年４月からペット

ボトル、空き缶、空きビンの収集をリサイクルステーション収

集から戸別収集（一部集積場）に変更しています。また、令和

８年４月からその他プラスチックごみを燃やすごみに統合して

います。 

やまと eco 各施設へのごみの搬入については、大型車（１０

トン車）での搬入が求められており、安堵町において可燃ごみ

及び容器包装プラスチックごみを、広陵町において不燃ごみ、

粗大ごみ及び資源ごみを集積して搬入を行っており、令和７年

１０月からまほろば環境衛生組合が安堵町に設置したまほろば

リレーステーションが本稼働しています。 

廃食油については、町内５か所（広陵町役場、さわやかホー

ル、中央公民館、図書館、はしお元気村）に設置した回収ボッ

クスでの回収を開始し、リサイクルに取り組んでいます。 

 

 

 

 

◎重層的支援体制整備事業 １億１,２２１万円 

 世代を問わず、障がい者（児）や生活困窮者など支援が必

要とされる方の複合的な課題に対して、行政、団体、社会福

祉法人など多機関が協働で連携し、人と人、事業と事業を重

ね合わせて、まるごとサポートできる体制整備を進めていき

ます。 

 

 

 

新ごみ処理施設 

新リサイクル施設 

まほろばリレー 

ステーション 
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５ 地域の基盤整備と活力ある産業 主な事業 
 

◎中小企業・小規模企業支援の推進事業 １,７４５万円 

第２期の広陵町中小企業・小規模企業振興計画を推進し、

「がんばる企業が集まるまち、広陵町」をめざし、施策の展

開を図ります。地域密着型プラットフォームによる事業者支

援に取り組みます。 

また、「広陵くつした」ブランディング支援事業を継続し

て推進し、地場産業である靴下産業の持続的な発展をめざし

ます。 

 

 

◎広陵ビジネスサポートセンター（愛称：まるごと Biz）運

営委託事業 

１,３３４万円 

「お金をかけずに売り上げアップ」をコンセプトに、地域

の事業者がビジネス経験豊富な相談員に無料で継続的な経営

相談ができる支援センターを運営します。創業や新商品・新

サービスの開発、SNS 等のデジタルを活用した情報発信等、

商工会と連携し相談者が抱える課題に親身に寄り添って解決

に導く伴走支援を提供します。  

 

◎特定農業振興ゾーン設定地区における耕作条件改良事業 １,９２４万円 

奈良県から指定を受けた特定農業振興ゾーン（百済川向地

区・寺戸地区）において、担い手への農地の集積・集約化お

よび農作業の効率化・高収益化を推進します。このため、農

地の大区画化や農道・水路等を整備するほ場整備事業を行う

とともに、新たな農業者を確保するために農業塾卒業生や企

業を含めた担い手の誘致などの施策を展開します。 

 

 

◎竹取公園周辺地区民間活力導入支援事業 １,０００万円 

「花讃道プロジェクト」として、町道上田部奥鳥井線周辺

において、公園と一体となった賑わい歩行空間整備や沿道へ

の観光農園や直売所の設置、巣山古墳や讃岐神社を中心とし

た周遊ルートの整備、竹取公園への賑わい施設の整備などを

進めます。  
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◎箸尾準工業地区道路整備事業 ３億４,５００万円 

令和６年度に完成した箸尾工業団地周辺における交通アク

セス機能の向上のため、広陵北地域の南北幹線を形成する路

線となる町道「中南線」の整備を進めます。 
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３４億６,９５０万円 

対前年度比 １.７％増 

 

 

 国民皆保険を将来にわたって維持するため、奈良県と市町村がともに国民健康保険

の保険者となり、それぞれの役割を担っています。 

 奈良県では、「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険料水準が

同じ」となる、全国初の県内保険料水準の完全統一が導入されてから３年目を迎えま

す。国民健康保険の運営にあたっては、統一保険料水準の抑制措置や被保険者の実態

に即した市町村納付金の補正措置といった仕組みの導入により、財政運営の持続的な

安定化が図られています。 

 令和８年度からは「子ども・子育て支援金制度」が導入され、医療保険制度全体で

子育て世代を支える仕組みが強化されます。この制度では、国民健康保険を含む各医

療保険から一定の拠出を行い、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、子育て

世帯を支援するために使われます。これに伴い、国民健康保険税に「子ども・子育て

支援納付金」という新たな項目が加わることになります。 

また、県単位化によって立ち上げられた国保事務支援センターでは、医療費通知

等の発送や後発医薬品の利用促進などが県域で実施されています。本町では引き続き、

健康づくりインセンティブ事業や重症化予防対策事業に参加するとともに、医療費適

正化や保健指導の充実、健診の受診率向上の促進を通じて、町民の健康増進に努めま

す。 

さらに、保険税の納付に関しては、収納部門と連携しながら収納率の向上や納付

期限内納付の促進に取り組みます。 

 今後とも、奈良県や県内市町村と連携・協同のもと、国民健康保険の各事務事業の

適正な運営に努めます。 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険特別会計 

Ⅳ 令和８年度各特別会計予算の概要 
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７億４,６１０万円 

                     対前年度比 １１.６％増 

 

後期高齢者医療制度は、平成２０年４月に創設され

ました。７５歳以上の方（または一定の障がいのある

６５歳以上７５歳未満の方で、申請により広域連合の

認定を受けた方）を対象に、高齢者の医療費を社会全

体で支える仕組みとして運営されています。 

令和８年度からは「子ども・子育て支援金制度」が

導入され、医療保険制度全体で子育て世代を支える仕組みが強化されます。この制

度では、後期高齢者医療制度を含む各医療保険から一定の拠出を行い、児童手当の

拡充や妊婦のための支援給付など、子育て世帯を支援するために使われます。これ

により社会全体で支え合う仕組みが一層強化され、制度の安定性が高まることで、

高齢者の皆さまが将来にわたり安心して医療を受けられる環境の維持につながりま

す。 

今後も、高齢者の皆さまが安心して医療を受け、住み慣れた地域で暮らし続けら

れるよう、引き続き奈良県後期高齢者医療広域連合や関係機関との連携を図りなが

ら適正な制度運営に努めます。 

 

後期高齢者医療特別会計 
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（保険事業勘定）   ３０億８,２３０万円 

対前年度比 ６.６％増 

（介護サービス事業勘定）  ２,３６６万円 

対前年度比 ２.２％増 

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える仕

組みとして、平成１２年４月に創設されました。高齢化

社会の進展に伴い、介護が必要な高齢者の数は年々増加

しており、介護サービスのニーズは一層高まるものと予

想されます。  

今年度は、第９期介護保険事業計画（令和６～８年度）

の最終年度にあたり、団塊の世代が７５歳以上となる中で

介護認定者の増加に対応するため、介護人材の確保や業務

の効率化、介護予防・重度化防止を進めながら自立した生

活を支える取組が求められています。 

今後は、第９期介護保険事業計画の状況を踏まえ、制度

の持続可能性を確保しつつ、高齢者の皆さんが住み慣れた

地域で自分らしく住み続けられるための「地域包括ケアシ

ステム」のさらなる深化・推進による地域共生社会の実現

をめざします。 

 

 

 

介護保険特別会計 

※令和３～７年度は４月１日現在 

※令和８年度は計画値 

＜保険事業勘定の主な費用＞ 

○介護保険給付費    

２８億９，８７４万円 

 ・介護保険サービス支給費用 

○地域支援事業費    

１億４，０２７万円 

 ・日常生活支援事業 

 ・一般介護予防事業 

 ・包括的支援、任意事業 

＜介護サービス事業勘定＞ 

○事業所管理費      

２，３６６万円 
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  １,６６０万円 

対前年度比１７.０％減 

 墓地事業では、これまでに１,１９４区画を整備し、環境

への配慮を重視しながら適切な維持管理を行ってきました。

また、利用者の多様なニーズに効率的に対応することにも努

めています。 

近年、祭祀のあり方が変化し、「墓じまい」を選択する方

が増えてきています。これに伴い、新たな需要に対応するた

め、合葬墓を設置し、令和元年６月から運用を開始しまし

た。合葬墓は年々利用者が増加しており、その重要性と役割

はますます高まっています。 

 

 

 

 

 

    ４億１,２３０万円 

対前年度比 １１.６％増 
学校給食は、町の管理栄養士、栄養教諭、学校

栄養職員、委託業者、そして食材納入業者が協力

して、成長期の児童生徒に栄養バランスのとれた

安全で安心、そしておいしい給食を提供すること

を目的に実施しています。 

保護者の負担を軽減する取り組みとして、令和８年１月から小中学校の給食費を

無償化しました。この無償化により、すべての児童生徒が平等に学校給食を受けられ

る環境が整っています。 

学校給食は「食育」における「生きた教材」として重要な役割を果たしていま

す。日々の献立は、成長期の健康維持や向上だけではなく、正しい食に関する知識を

身につけ、健康的な生活を送れるよう工夫されています。さらに、食を通じて郷土を

感じ取ることができるよう、日本各地の郷土料理や奈良県産、広陵町産の食材を積極

的に取り入れ、地産地消の推進に努めています。 

また、食物アレルギーへの対応も重視しています。保護者、学校、関係機関の連

携を強化し、アレルギーのある児童生徒にもできる限り配慮した給食を提供するた

め、引き続き取り組んでいきます。 

これからも安全で安心な「食」を提供するとともに、適切な「食育」を実践し、

児童生徒が健やかに成長できるよう尽力してまいります。 

墓地事業特別会計 

学校給食特別会計 
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（収益的収支予算）            
収入   １２億９,０１０万円 
支出   １１億７,６６４万円 
対前年度比 収入  ７.０％増 

支出  ９.１％増 
             
（資本的収支予算）            

収入    ５億６,３０３万円 
支出    ８億６,８６８万円 
対前年度比 収入 １３.８％増 

 支出  ６.８％増 

 

 下水道は、快適な生活環境を確保するために公共用水域の水質を保全し、公衆衛生

の向上を図るうえで必要不可欠な施設です。 

 下水道を使用できる家庭は、令和８年３月現在で、町全体の９８．５％にあたる１

万３，７５４世帯となり、県下でも一、二位を競う整備状況となっています。公共下

水道を利用されている家庭の割合である水洗化率は９３．７％であり､今後も接続促

進を図ってまいります。 

 下水道未整備区域につきましても、財政状況を考慮しながら優先順位の高いものか

ら順次、計画的に整備を行ってまいります。 

 既設の下水道施設については、下水道管の老朽化による損傷に対応するため下水道

ストックマネジメントの基本計画及び修繕改築計画を策定し、長寿命化を図っていま

す。定期的に施設の点検調査を行い、劣化状況を診断し、緊急度の高い区間について

管の内側から補強する管更生工法による修繕改築を令和４年度から実施しています。 

 

◎管渠布設事業                   １億３,８００万円 

 ◎管更生事業                    １億２,８００万円 

◎ストックマネジメント計画に伴う調査診断事業      ４,０００万円 

◎下水道施設管理・更新一体マネジメント事業       ９,０５５万円 

 

            

 

 

 

 

 

Ⅴ 令和８年度下水道事業会計予算の概要 
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広陵町水道事業は、令和７年４月

１日から奈良県広域水道企業団に

統合されました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広陵町の水道事業は、昭和３２年４月１日に供用を開始し、人口増加や住宅地の

拡大に対応するため水道施設の整備を進めてきました。しかし近年、全国の水道事業

が共通して直面している課題として、施設の老朽化に伴う更新費用の増加や人口減少

による収益の減少が挙げられます。このため、将来的に水道料金の上昇が避けられな

い状況となっています。 

広陵町では「安全で安心な水道水」を安定的かつ継続的に 

供給するため、施設の効率的な更新や財政基盤の強化が必要 

です。しかし、個々の市町村が単独で対応するには解決が困 

難な課題も存在します。こうした背景を受け、平成３０年度 

より奈良県と関係市町村が協力し、水道事業の広域化に向け 

た検討と協議を重ねてきました。 

その結果、令和６年１１月新たに「奈良県広域水道企業団」が設立され、令和７

年４月から広域水道事業を開始しました。この「奈良県広域水道企業団」は、奈良県

営水道および県内２６市町村の水道事業を統合し、事務処理を共同で行う特別地方公

共団体です。企業団では構成団体が連携・協力し、老朽化した施設への対策や財政基

盤の強化に取り組むことで、住民サービスの向上を図ることをめざします。 

なお、企業団の本部は田原本町宮古に設置されています。各市町村の窓口業務は

当面これまで通り現在の場所で対応しますが、将来的には住民サービスの維持や緊急

時の対応を考慮しながら、事務所の集約化が進められる予定です。 

Ⅵ 令和８年度水道事業の概要 

奈良県広域水道企業団 
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 各会計の令和８年度当初予算額一覧 

会 計 名 予 算 額 対 前 年 度 比

一 般 会 計 168億1,000万円 3.1%

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 34億6,950万円 1.7%

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 7億4,610万円 11.6%

介 護 保 険 特 別 会 計 31億  597万円 6.5%

墓 地 事 業 特 別 会 計 1,660万円 △ 17.0%

学 校 給 食 特 別 会 計 4億1,230万円 11.6%

下 水 道 事 業 会 計 （ 収 益 的 支 出 ） 11億7,664万円 9.1%

下 水 道 事 業 会 計 （ 資 本 的 支 出 ） 8億6,868万円 6.8%

総 額 266億  579万円 4.0%
 

 以上が令和８年度各会計の当初予算における主要な施策と事業です。 

総額２６６億５７９万円となり、対前年度比で４.０％増となっています。 

 今年度も、住民対話により知恵を出し合い、限りある資源を最大限に有効活用しな

がら、まちの将来像「be Happy～未来につながるまち 広陵～」を実現するため、様

々な事業を展開してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ むすびに 
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＜令和６年度決算ベース＞ 

○経常収支比率 ９２．７％（県内市町村平均９３．８％） 

経常収支比率とは財政構造の弾力性を測定する指標で、経常的な経費（人件費、

扶助費など）に経常的な収入（町税、地方交付税など）がどの程度充当されているか

の割合を示しています。経常的経費の割合が高くなると普通建設事業（新規事業）が

できなくなります。 
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○実質公債費比率 ５．３％（県内市町村平均 ７．８％）  

実質公債費比率とは、借金の返済に困っていないかという指標で、返済額の収入に

対する割合を示しています。近年は借入額が過去に比べ縮小してきているため、年々

比率が減少傾向にあります。なお、令和３年度は大型の償還を行ったため、比率が増

加しています。 

新清掃施設建設や緊急内水対策事業等の大型事業は起債による資金調達となること

から、公債費が増加することに伴い、今後は実質公債費比率も増加する見込みとなっ

ています。 
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○将来負担比率 ２８．６％（県内市町村平均 ２５．４％） 

将来負担比率とは、町の借入金（町債）など現在抱えている負債の大きさを、財

政規模に対する割合で表したものです。 

令和３年度に大型の償還を行ったことから、以降は地方債残高が減少傾向にあり

ましたが、令和６年度において新清掃施設建設に係る大型の借入を行ったことから、

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本資料は、広陵町自治基本条例第９条（情報の公開と共有）に基づき発行するものです。 


